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全国環整連

第
51
回
通
常
総
会
で
玉
川
福
和
会
長
を
再
任

一
廃
集
運
業
許
可
の
区
域
割
り
実
現
へ
新
体
制

　

総
会
は
午
後
3
時
、
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
含
め
89
名
の
出
席

を
得
て
開
か
れ
た
。

　

進
行
は
宮
原
靖
明
専
務
理

事
（
和
歌
山
県
）
が
務
め
、

冒
頭
で
玉
川
会
長
は
「
現
在
、

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許

可
の
区
域
割
り
に
つ
い
て
、

廃
棄
物
処
理
法
と
10
・
8
通

知
、
最
高
裁
判
決
で
示
さ
れ

る
考
え
方
と
環
境
省
の
解
釈

に
齟
齬
が
生
じ
、
自
民
党
と

立
憲
民
主
党
の
議
連
の
テ
ー

マ
に
挙
が
っ
て
い
る
。
今
期
、

必
ず
決
着
さ
せ
る
つ
も
り
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
く
、

慎
重
審
議
に
ご
協
力
い
た
だ

き
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

次
い
で
総
会
議
長
に
西
村

博
文
副
会
長
（
鳥
取
県
）
を

選
出
し
、
第
1
号
議
案
「
令

和
4
年
度
活
動
報
告
、
収
支

決
算
並
び
に
剰
余
金
処
分
案

の
承
認
」
、
第
2
号
議
案
「
令

　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会
（
全
国
環
整
連
）
は
5
月
18
日
、
東
京
・
一

ツ
橋
の
如
水
会
館
で
第
51
回
通
常
総
会
を
開
催
し
た
。
全
6
議
案
を
審
議
し
、
令
和
5

年
度
活
動
方
針
で
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
に
お
け
る
区
域
割
り
の
実
現
、
委

託
業
務
の
不
当
な
入
札
化
の
阻
止
等
を
軸
に
置
い
た
各
部
会
お
よ
び
委
員
会
の
活
動
を

承
認
し
た
。
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
の
改
選
で
は
玉
川
福
和
会
長
を
再
選
し
た
。
ま
た

総
会
後
は
4
年
ぶ
り
に
懇
親
会
を
開
催
し
、
各
界
か
ら
多
数
の
来
賓
が
出
席
し
た
。

和
5
年
度
活
動
方
針
、
活
動

計
画
並
び
に
収
支
予
算
の
決

定
」
、
第
3
号
議
案
「
令
和

5
年
度
借
入
金
の
最
高
限
度

額
決
定
」
、
第
4
号
議
案
「
取

引
金
融
機
関
の
決
定
」
、
第
5

号
議
案
「
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
の
改
選
」
、
第
6
号
議
案

「
事
務
所
移
転
に
伴
う
定
款

変
更
」
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

　

こ
の
う
ち
第
1
号
議
案
お

よ
び
第
2
号
議
案
は
、
全
国

環
整
連
の
活
動
の
根
幹
を
担

う
財
務
委
員
会
、
適
正
処
理

推
進
部
会
、
合
理
化
適
正
委

員
会
、
水
処
理
委
員
会
、
循

環
資
源
委
員
会
、
広
報
委
員

会
、
青
年
部
の
各
部
会
や
委

員
会
等
か
ら
報
告
が
あ
っ

た
。

　

こ
の
う
ち
活
動
方
針
に
つ

い
て
、
財
務
委
員
会
は
「
分

か
り
や
す
い
会
計
処
理
」
を

掲
げ
、
予
算
執
行
の
適
正
な

実
施
、
正
確
な
会
計
報
告
に

取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　

適
正
処
理
推
進
部
会
は
、

最
高
裁
判
決
で
「
一
般
廃
棄

物
処
理
業
は
、
専
ら
自
由
競

争
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
正
確

の
事
業
と
は
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
な
い
」
と
さ
れ
、
市
町

村
が
定
め
る
べ
き
一
般
廃
棄

物
の
処
理
計
画
を
適
正
に
実

施
す
る
た
め
に
は
区
域
を
定

め
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
適
正
処
理
を
推
進

し
業
務
を
確
実
に
履
行
す
る

た
め
、
各
委
員
会
・
青
年
部

会
を
統
括
し
、
全
国
で
発
生

し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

解
決
を
図
る
」
こ
と
を
掲
げ

た
。
現
地
支
援
や
関
係
省
庁

と
の
協
議
、
自
由
民
主
党
「
環

境
事
業
高
度
化
議
員
連
盟
」

お
よ
び
立
憲
民
主
党
「
一
般

廃
棄
物
処
理
議
員
連
盟
」
と

の
連
携
を
行
う
。

　

合
理
化
適
正
委
員
会
は
、

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許

可
に
は
区
域
割
り
が
必
須
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
循
環
資
源

委
員
会
や
水
処
理
委
員
会
と

連
携
し
て
活
動
す
る
。
具
体

的
に
廃
棄
物
処
理
法
7
条
11

項
で
区
域
を
定
め
る
よ
う

議
連
と
検
討
を
行
う
ほ
か
、

10
・
8
通
知
の
研
修
会
実
施
、

現
地
支
援
、
環
境
省
と
の
協

議
を
行
う
。

　

水
処
理
委
員
会
は
、
浄
化

槽
清
掃
率
１
０
０
％
の
実

施
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
維

持
管
理
体
制
の
確
立
、
関
係

省
と
の
協
議
を
方
針
に
掲

げ
、
浄
化
槽
汚
泥
区
域
割
り

の
推
進
、
技
術
上
の
基
準
に

則
っ
た
適
正
業
務
の
実
施
、

デ
ジ
タ
ル
化
導
入
支
援
、
維

持
管
理
一
括
契
約
書
モ
デ
ル

の
推
進
、
青
年
部
と
の
連
携

協
力
を
行
う
。

　

循

環

資

源

委

員

会

は
、

10
・
8
通
知
に
よ
る
適
正
な

業
務
契
約
の
推
進
、
一
般
廃

棄
物
の
業
務
範
囲
を
明
確
に

し
た
処
理
計
画
の
推
進
、
適

正
処
理
の
推
進
を
方
針
に
掲

げ
、
最
高
裁
判
決
の
根
拠
に

基
づ
く
不
当
な
入
札
・
新
規

許
可
の
阻
止
、
区
域
割
り
の

推
進
な
ら
び
に
処
理
計
画
の

確
認
と
合
理
的
な
原
価
計

算
、
研
修
会
で
の
研
鑽
と
情

報
交
換
、
新
規
事
業
の
情
報

提
供
、
環
境
省
と
の
協
議
を

行
う
。

　

広
報
委
員
会
は
、
組
合
活

動
の
広
報
を
方
針
に
、
広

報
環
整
連
の
発
行
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
更
新
、
Ｙ
ｏ
ｕ
ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
運
用

な
ど
を
行
う
。

　

青
年
部
は
研
修
会
の
開
催

や
各
県
の
実
態
調
査
、
他
の

委
員
会
と
の
連
携
を
行
う
。

　

ま
た
第
5
号
議
案
で
は
、

理
事
、
内
規
理
事
、
監
事
を

選
出
し
、
総
会
後
の
理
事
会

で
会
長
に
玉
川
福
和
氏
を
選

出
。
さ
ら
に
役
員
お
よ
び
各

委
員
会
等
の
長
の
任
命
を

行
っ
た
。

　

再
選
を
受
け
玉
川
会
長

は
、
「
長
い
間
会
長
職
を
務

め
て
き
た
が
、
い
ま
だ
や
り

き
っ
た
と
い
う
感
覚
は
持
っ

て
い
な
い
。
皆
様
に
お
約
束

し
た
い
こ
と
は
、
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
許
可
に
お
け

る
区
域
割
り
の
実
施
。
自
由

民
主
党
と
立
憲
民
主
党
に
そ

れ
ぞ
れ
議
員
連
盟
が
設
置
さ

れ
、
環
境
省
と
協
議
を
続
け

て
い
る
。
本
日
任
命
し
た
執

行
部
と
と
も
に
、
長
年
の
問

題
を
一
掃
で
き
る
よ
う
今
期

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
」

と
所
信
表
明
し
た
。

　

総
会
後
は
午
後
6
時
か
ら

4
年
ぶ
り
の
懇
親
会
を
開
催

し
た
。
来
賓
に
は
自
民
党
の

渡
海
紀
三
朗
衆
議
院
議
員
、

宮
内
秀
樹
衆
議
院
議
員
、
細

野
豪
志
衆
議
院
議
員
、
公
明

党
の
山
本
博
司
参
議
院
議

員
、
立
憲
民
主
党
の
泉
健
太

代
表
、
馬
淵
澄
夫
衆
議
院
議

員
な
ど
多
数
の
国
会
議
員
、

ま
た
環
境
事
業
高
度
化
議
員

連
盟
、
一
般
廃
棄
物
処
理
推

進
議
員
連
盟
の
加
盟
議
員
が

駆
け
つ
け
祝
辞
を
述
べ
た
。

全国環整連
　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同

組
合
連
合
会
は
、
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
の
区
域
割
り

を
め
ぐ
り
昨
年
末
に
設
立
さ

れ
た
自
由
民
主
党
・
環
境
事

業
高
度
化
議
員
連
盟
、
立
憲

民
主
党
・
一
般
廃
棄
物
処
理

議
員
連
盟
に
お
い
て
要
望
活

動
を
展
開
し
て
い
る
。
今
年

に
入
っ
て
か
ら
は
3
月
22
日
、

5
月
31
日
に
一
般
廃
棄
物
処

理
議
連
、
3
月
28
日
、
6
月

20
日
に
環
境
事
業
高
度
化
議

連
と
そ
れ
ぞ
れ
計
2
回
会
合

を
重
ね
、
浄
化
槽
維
持
管
理

の
重
要
性
と
、
区
域
割
り
が

な
い
こ
と
で
発
生
し
得
る
問

題
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　

一
般
廃
棄
物
処
理
議
連
の
3

月
22
日
の
会
合
で
は
、
全
国
環

整
連
か
ら
区
域
割
り
に
関
す
る

質
問
状
が
提
出
さ
れ
た
。
環
境

省
は
こ
こ
で
、
区
域
割
り
が
地

方
自
治
体
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
改
め
て
説
明
。

ま
た
区
域
を
定
め
る
、
定
め
な

い
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
実
情
に
よ
る
も
の

で
一
概
に
回
答
す
る
こ
と
は
困

難
と
明
言
を
避
け
た
。

　

全
国
環
整
連
は
処
理
場
不
足

へ
の
対
応
と
適
正
な
一
般
廃
棄

物
処
理
計
画
の
策
定
・
運
用
を

図
る
上
で
も
区
域
割
り
が
必
要

と
重
ね
て
訴
え
る
も
、
環
境
省

は
「
区
域
割
り
を
せ
ず
と
も
清

掃
率
の
高
い
自
治
体
は
あ
る
」

と
述
べ
、
事
例
を
取
り
ま
と
め
、

議
連
に
示
す
こ
と
と
し
た
。

　

次
ぐ
5
月
31
日
の
会
合
で

は
、
前
回
の
会
合
を
受
け
て
環

境
省
が
ま
と
め
た
「
廃
棄
物
処

理
法
第
7
条
第
11
項
の
区
域
の

定
め
な
く
、
清
掃
率
の
高
い
市

町
村
」
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。

し
か
し
全
国
環
整
連
が
独
自
に

行
っ
た
調
査
で
は
、
公
共
浄
化

槽
事
業
を
採
用
し
て
い
た
事
例

を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
業
者
間

に
お
い
て
実
質
的
に
区
域
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
清
掃
率
の
向

上
に
区
域
割
り
が
必
要
と
の
結

論
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
と

な
っ
た
。

　

議
連
か
ら
も
「
浄
化
槽
の
適

正
な
維
持
管
理
に
区
域
割
り
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
迫
る
も
、
環
境
省
は

「
長
年
の
営
業
努
力
の
結
果
と

し
て
区
域
が
定
ま
る
こ
と
は
問

題
が
な
い
」
と
強
弁
を
繰
り
返

し
、
環
境
省
と
し
て
は
浄
化
槽

台
帳
の
整
備
や
法
定
協
議
会
の

設
置
を
通
じ
て
維
持
管
理
の
適

正
化
を
図
っ
て
い
く
と
の
方
針

が
説
明
さ
れ
た
。

　

一
方
、
環
境
事
業
高
度
化
議

員
連
盟
で
は
、
3
月
22
日
の
会

合
で
全
国
環
整
連
は
廃
棄
物
処

理
法
7
条
に
お
け
る
「
一
般
廃

棄
物
の
収
集
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
区
域
を
定
め
、
又
は
生
活

環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件
を

付
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
条

文
を
、「
一
般
廃
棄
物
の
収
集

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
区
域
を

定
め
る
。
又
、
生
活
環
境
の
保

全
上
必
要
な
条
件
を
付
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
改
正
す
る
よ
う

要
望
し
た
。

　

議
連
は
「
各
都
道
府
県
に
お

い
て
清
掃
率
が
大
き
く
異
な
る

の
は
、
同
じ
浄
化
槽
法
の
下
で

取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
由
々
し
き
問

題
。
全
て
の
浄
化
槽
を
適
切

に
管
理
す
る
よ
う
強
く
働
き
か

け
、
区
域
割
り
を
進
め
て
い
く

べ
き
で
は
な
い
か
」
と
問
題
提

起
し
、
こ
れ
に

対
し
て
環
境
省

は
浄
化
槽
の
清

掃
、
保
守
点
検

の
実
態
調
査
に

踏
み
込
み
、
さ

ら
に
浄
化
槽
の

維
持
管
理
徹
底

に
向
け
た
環
境

再
生
・
資
源
循

環
局
長
通
知
を

発
出
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

ま
た
6
月
20

日

の

会

合

で

は
、
環
境
省
が
先
の
会
合
で
取

り
上
げ
た
通
知
を
「
浄
化
槽
法

に
基
づ
く
維
持
管
理
の
徹
底
に

つ
い
て
」
と
し
て
5
月
25
日
に

発
出
し
た
こ
と
と
、
実
態
調
査

の
進
捗
と
予
定
に
つ
い
て
説
明

が
あ
っ
た
。
し
か
し
区
域
割
り

に
つ
い
て
は
否
定
的
な
姿
勢
を

崩
さ
ず
、
全
国
環
整
連
は
廃
棄

物
処
理
法
の
趣
旨
か
ら
区
域
割

り
を
行
う
こ
と
が
本
来
あ
る
べ

き
姿
で
、
10
・
8
通
知
や
最
高

裁
判
決
に
照
ら
し
て
も
区
域
割

り
が
必
要
と
改
め
て
要
望
し
た

（
関
連
記
事
6
面
）。

自
民
、
立
憲
議
連
で
環
境
省
と
意
見
交
換

区
域
割
り
実
現
に
向
け
問
題
点
な
ど
整
理

議
連
会
合
の
様
子
（
高
度
化
議
連
）
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浄化槽清掃率向上、区域割り実施へ決意新たに浄化槽清掃率向上、区域割り実施へ決意新たに浄化槽清掃率向上、区域割り実施へ決意新たに浄化槽清掃率向上、区域割り実施へ決意新たに浄化槽清掃率向上、区域割り実施へ決意新たに

　

全
国
環
整
連
第
51
回
通
常
総
会

後
の
懇
親
会
に
は
、
関
係
団
体
、

中
央
官
庁
の
幹
部
、
さ
ら
に
国
会

か
ら
多
数
の
与
野
党
議
員
が
来
賓

出
席
し
た
。

　

冒
頭
で
玉
川
会
長
は
「
我
々
一

般
廃
棄
物
処
理
業
者
は
、
決
め
ら

れ
た
区
域
で
確
実
か
つ
計
画
的
、

安
定
的
に
業
務
を
遂
行
す
る
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
多

く
の
地
域
で
区
域
が
定
め
ら
れ
て

い
な
い
。
古
く
か
ら
の
慣
習
に
従
っ

て
区
域
を
定
め
る
こ
と
は
独
占
禁

止
法
に
抵
触
し
、
改
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
今
回
、
自
由
民
主
党
、

立
憲
民
主
党
に
議
連
を
立
ち
上
げ

て
い
た
だ
い
た
が
、
会
議
を
重
ね

る
う
ち
に
問
題
点
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
廃
棄

物
処
理
法
の
適
正
な
運
用
、
浄
化

槽
の
清
掃
率
向
上
へ
皆
様
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
た
い
。
戦
争
下
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も
ご
み
処
理
は
継

続
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち

の
業
界
は
い
か
な
る
状
況
で
あ
っ

て
も
業
務
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
現
場
の
こ
と
は
我
々
、

国
会
の
こ
と
は
議
員
の
皆
様
に
お

任
せ
し
て
頑
張
っ
て
ま
い
り
た
い
」

と
挨
拶
し
た
。

　

次
い
で
来
賓
挨
拶
が
行
わ
れ
、

自
民
党
の
秋
葉
賢
也
衆
議
院
議
員
、

宮
内
秀
樹
衆
議
院
議
員
、
公
明
党

の
山
本
博
司
参
議
院
議
員
、
立
憲

民
主
党
の
泉
健
太
代
表
、
馬
淵
澄

夫
衆
議
院
議
員
な
ど
、
出
席
し
た

全
員
か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
自
民
党
・
環
境
事
業

高
度
化
議
員
連
盟
事
務
局
長
の
宮

内
議
員
は
、
「
玉
川
会
長
の
ご
提
言

に
つ
い
て
、
議
連
と
し
て
は
浄
化

槽
の
維
持
管
理
を
各
都
道
府
県
で

徹
底
い
た
だ
く
よ
う
通
知
を
発
出

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
取
り
組

ん
で
い
る
。
引
き
続
き
皆
様
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が

ら
課
題
解
決
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

ま
た
立
憲
民
主
党
・
一
般
廃
棄

物
処
理
議
員
連
盟
会
長
の
馬
淵
議

員
は
、
「
区
域
割
り
の
重
要
性
を
踏

ま
え
、
一
般
廃
棄
物
処
理
の
問
題

に
議
連
と
し
て
全
力
で
取
り
組
む

こ
と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
る
。
自

民
党
の
議
連
の
武
田
良
太
会
長
は

私
と
当
選
同
期
で
あ
り
、
皆
様
が

支
え
る
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
事
業
が

円
滑
に
進
む
よ
う
与
野
党
同
じ
思

い
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
」

と
述
べ
た
。

　

乾
杯
の
発
声
に
は
議
連
幹
事
長

を
務
め
る
自
民
党
の
細
野
豪
志
衆

議
院
議
員
が
立
ち
、
「
皆
様
の
大
変

な
お
仕
事
を
支
え
、
さ
ら
に
高
度

な
も
の
と
し
て
い
く
た
め
議
連
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
浄
化
槽

の
清
掃
率
の
向
上
、
そ
し
て
そ
れ

が
地
域
の
た
め
、
国
の
た
め
に
つ

な
が
る
よ
う
、
本
日
お
集
ま
り
の

皆
様
の
思
い
が
一
つ
に
な
る
よ
う

に
杯
を
掲
げ
た
い
」
と
力
強
く
挨

拶
し
た

法運用の適正化と浄化槽清掃率向上へ理解を求める玉川会長

山本博司参議院議員
（公明）

秋葉賢也衆議院議員
（自民）

泉健太党代表
（立憲）

宮内秀樹衆議院議員
（自民）

馬淵澄夫衆議院議員
（立憲）

金子俊平衆議院議員
（自民）

石橋林太郎衆議院議員
（自民）

総会懇親会に国会、中央官庁、団体から来賓多数総会懇親会に国会、中央官庁、団体から来賓多数

堀内詔子衆議院議員
（自民）

細野豪志衆議院議員
（自民）

鬼木誠衆議院議員
（自民）

柿沢未途衆議院議員
（自民）

鈴木貴子衆議院議員
（自民）
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氏　名 役　　　　職

土居　健太郎 環境省　環境再生・資源循環局長

筒井　誠二 環境省　環境再生・資源循環局　廃棄物適正処理推進課長

沼田　正樹 環境省　環境再生・資源循環局　浄化槽推進室長

　来賓一覧（省庁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

氏　名 所　属

大串　博志 立憲（衆）

大西　健介 立憲（衆）

小宮山　泰子 立憲（衆）

近藤　昭一 立憲（衆）

桜井　周 立憲（衆）

末松　義規 立憲（衆）

階　猛 立憲（衆）

辻元　清美 立憲（衆）

堤　かなめ 立憲（衆）

徳永　久志 立憲（衆）

福山　哲郎 立憲（参）

松原　仁 立憲（衆）

馬淵　澄夫 立憲（衆）

森山　浩行 立憲（衆）

山崎　誠 立憲（衆）

横沢　高徳 立憲（参）

鈴木　宗男 維新（参）

氏　名 所　属

秋葉　賢也 自民（衆）

石橋　林太郎 自民（衆）

鬼木　誠 自民（衆）

柿沢　未途 自民（衆）

金子　俊平 自民（衆）

亀岡　偉民 自民（衆）

小寺　裕雄 自民（衆）

鈴木　貴子 自民（衆）

渡海　紀三朗 自民（衆）

細野　豪志 自民（衆）

堀内　詔子 自民（衆）

御法川　信英 自民（衆）

宮内　秀樹 自民（衆）

和田　政宗 自民（参）

山本　博司 公明（参）

荒井　優 立憲（衆）

井坂　信彦 立憲（衆）

泉　健太 立憲（衆）

　来賓一覧（国会議員）　　　　　　　　　　　　（敬称略・五十音順・所属等は総会当時）

末松義規衆議院議員
（立憲）

近藤昭一衆議院議員
（立憲）

小宮山泰子衆議院議員
（立憲）

松原仁衆議院議員
（立憲）

階猛衆議院議員
（立憲）

荒井優衆議院議員
（立憲）

辻元清美参議院議員
（立憲）

徳永久志衆議院議員
（立憲）

横沢高徳参議院議員
（立憲）

鈴木宗男参議院議員
（維新）

名倉良雄廃棄物適正処理
推進課長

山崎誠衆議院議員
（立憲）

大串博志衆議院議員
（立憲）

森山浩行衆議院議員
（立憲）

大西健介衆議院議員
（立憲）

井坂信彦衆議院議員
（立憲）
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（
公
社
）
岐
阜
県
浄
化
槽
連

合
会
主
催
の
令
和
5
年
度
浄
化

槽
実
務
者
研
修
会
が
、
6
月
1

～
7
日
に
か
け
て
、
岐
阜
県
環

境
会
館
（
岐
阜
市
）
お
よ
び
飛

騨
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー

（
高
山
市
）
で
計
7
回
開
催
さ
れ

た
。
同
研
修
会
は
浄
化
槽
維
持

管
理
に
関
す
る
最
新
の
知
見
を

習
得
す
る
こ
と
を
目
的
に
連
合

会
が
毎
年
開
催
す
る
も
の
で
、

期
間
中
、
県
内
の
浄
化
槽
維
持

管
理
に
携
わ
る
実
務
者
ら
が

1
4
0
0
人
参
加
し
た
。

　

研
修
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
全

て
共
通
だ
が
、
こ
の
う
ち
6
月

2
日
の
第
3
回
開
催
の
冒
頭
で

玉
川
会
長
は
「
岐
阜
県
で
は
浄

化
槽
の
管
理
が
全
国
一
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
、
モ
バ
イ
ル

端
末
を
活
用
し
、
90
％
以
上
が

法
定
基
準
を
上
回
る
水
質
を
確

保
し
た
。
今
、
我
々
が
や
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
さ
ら
な
る
水

質
向
上
で
、
例
え
ば
本
日
の
資

料
に
も
あ
る
法
定
基
準
以
下
の

C
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
原
因

を
分
析
し
て
対
策
の
提
案
な
ど

を
行
っ
て
い
る
。
我
々
の
管
理

技
術
の
向
上
、
浄
化
槽
本
体
の

改
善
も
同
様
で
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
を
活
用
す
れ
ば
、
各
種
問
題

の
発
生
状
況
、
原
因
の
追
及
、

改
善
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
自
信
を
持
っ
て

取
り
組
み
を
進
め
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

こ
の
後
は
（
一
財
）
岐
阜
県

環
境
管
理
技
術
セ
ン
タ
ー
、
岐

阜
県
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
、

（
公
財
）
岐
阜
県
浄
化
槽
連
合
会
、

岐
阜
県
、
岐
阜
県
管
設
備
工
業

協
同
組
合
、（
株
）
ハ
ウ
ス
テ
ッ

ク
の
講
師
が
「
浄
化
槽
の
水
処

理
グ
ラ
フ
・
水
質
改
善
事
例
」「
岐

阜
県
浄
化
槽
ら
く
ら
く
一
括
契

約
」「
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
3
業

種
連
携
維
持
管
理
」「
岐
阜
県
浄

化
槽
生
涯
機
能
保

証
制
度
の
修
理
実

績
と
事
例
」
な
ど

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
解
説
し
た
。

　

放
流
水
質
確
保

の
取
り
組
み
に
つ

い
て
は
、
岐
阜
県

で
は
透
視
度
30
度

以
上
を
A
ラ
ン

ク
、
透
視
度
20
度

以
上
を
B
ラ
ン

ク
、
透
視
度
10
度

以
上
を
C
ラ
ン
ク
、
透
視
度
10

度
未
満
を
D
ラ
ン
ク
と
分
類
し

て
い
る
。
令
和
5
年
度
は
B
ラ

ン
ク
以
上
が
95
・
3
％
、
C
ラ

ン
ク
が
4
・
3
％
、
D
ラ
ン
ク

が
0
・
3
％
で
、
研
修
会
で
は

こ
れ
ら
C
、
D
ラ
ン
ク
の
推
移

に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、

3
業
種
が
連
携
し
て
水
質
を
改

善
し
た
事
例
を
紹
介
し
た
。

　

区
域
割
り
を
め
ぐ
り
議
連
、

環
境
省
の
考
え
で
溝
が
生
じ

て
い
る
が
、
廃
棄
物
処
理
法

の
趣
旨
に
照
ら
す
と
区
域
割

り
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
本
来
あ
る
べ
き
姿
と
考
え

ら
れ
る
。

　

区
域
割
り
と
は
、
市
区
町

村
長
が
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
の
許
可
を
与
え
る
に
当

た
っ
て
、
当
該
区
域
の
全
域
許

可
で
な
く
、
一
部
区
域
に
絞
っ

て
許
可
を
行
う
こ
と
を
言
う
。

基
本
的
に
は
1
区
域
1
業
者

と
な
る
よ
う
な
形
で
許
可
を

行
う
。

　

根
拠
は
廃
棄
物
処
理
法
第

7
条
第
11
項
で
規
定
す
る
「
一

般
廃
棄
物
の
収
集
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
区
域
を
定
め
、

又
は
生
活
環
境
の
保
全
上
必

要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
だ
が
、
こ
こ
で
「
で

き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
区
域
割
り
の
実
施
は
地

域
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る

の
が
実
情
だ
。

　

し
か
し
現
実
の
問
題
と
し

て
、
区
域
割
り
が
な
け
れ
ば

浄
化
槽
法
で
実
施
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
年
1
回
の
浄

化
槽
の
清
掃
率
は
低
迷
す
る
。

全
域
許
可
の
清
掃
業
者
が
同

一
市
区
町
村
内
に
複
数
存
在

す
る
場
合
、
ど
の
業
者
も
浄

化
槽
の
清
掃
が
行
え
る
反
面
、

誰
も
浄
化
槽
の
清
掃
に
責
任

を
持
た
な
い
と
い
う
状
況
が

生
じ
、
浄
化
槽
管
理
者
（
使

用
者
）
か
ら
も
「
別
の
業
者

に
清
掃
を
任
せ
て
い
る
」
な

ど
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ

れ
以
上
踏
み
込
む
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

一
方
で
区
域
が
定
ま
っ
て

い
れ
ば
浄
化
槽
ご
と
に
担
当

の
清
掃
業
者
が
決
ま
り
、
自

ず
と
清
掃
率
が
向
上
す
る
こ

と
に
な
る
。
全
国
を
見
渡
し

て
も
浄
化
槽
の
設
置
状
況
を

把
握
し
、
高
い
清
掃
率
を
誇

る
市
区
町
村
で
は
区
域
割
り

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

環
境
省
で
は
「
区
域
割
り

が
な
く
と
も
清
掃
率
の
高
い

市
区
町
村
は
あ
る
」
と
議
連

の
会
合
に
て
説
明
し
、
3
県

12
市
町
の
事
例
を
挙
げ
た
が
、

全
国
環
整
連
が
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
公
共
浄
化
槽
事
業
を

実
施
し
て
い
る
市
区
町
村
を

除
け
ば
、
「
清
掃
事
業
者
が
1

社
の
み
」
「
業
者
間
で
地
区
割

り
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う

実
質
的
に
区
域
割
り
が
な
さ

れ
た
地
域
だ
っ
た
。
ま
さ
に

区
域
割
り
の
必
要
性
を
証
明

し
た
事
例
と
言
え
る
が
、
業

者
間
で
区
域
を
割
る
と
公
正

取
引
委
員
会
か
ら
指
摘
を
受

け
る
恐
れ
が
あ
り
、
実
施
す

る
際
は
廃
棄
物
処
理
法
第
7

　

長
い
間
会
長
職
を

務
め
て
き
た
が
、
い

ま
だ
や
り
き
っ
た
と

い
う
感
覚
は
持
っ
て

い
な
い
。

　

皆
様
に
お
約
束
し

た
い
こ
と
は
、
今
回
、

自
由
民
主
党
と
立
憲
民
主
党
に

そ
れ
ぞ
れ
議
員
連
盟
が
設
立
さ

れ
た
。
目
的
は
一
般
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
許
可
に
お
け
る
区
域
割

り
で
あ
り
、
廃
棄
物
処
理
法
に
も

一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
を
適
正

に
遂
行
す
る
上
で
区
域
割
り
が

必
要
で
あ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い

る
。
長
い
間
、
区
域
を
付
す
こ
と

は
義
務
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ

て
き
た
が
、
平
成
26
年
の
最
高

裁
判
決
を
踏
ま
え
、
改
め
て
10
・

8
通
知
を
読
み
込
む
と
、
廃
棄

物
処
理
法
の
本
来
の
あ
り
方
か

ら
外
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

区
域
を
付
さ
な
い
が
た
め
に

ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
た
か

と
言
え
ば
、
そ
の
一
つ
が
清
掃

率
の
低
下
。
一
つ
の
自
治
体
に

複
数
業
者
が
い
る
場
合
、
住
民

は
ど
の
業
者
に
も
清
掃
を
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

は
ど
の
業
者
も
そ
の
浄
化
槽
に

責
任
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
清
掃
率
は
高
く
て
も

50
〜
60
％
に
と
ど
ま
り
、
90
％

を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
が
、

合
特
法
が
昭
和
50
年
に
成
立
し

た
が
、
合
理
化
事
業
計
画
は
下

水
道
整
備
に
よ
る
業
務
量
の
減

少
を
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
策

定
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
法
成
立
か
ら

50
年
近
く
が
経
過
し
よ
う
と
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
の
適
用
例
が
極
め
て
少
な
い

と
い
う
実
態
が
あ
る
。

　

一
般
廃
棄
物
処
理
の
基
本
的

な
考
え
方
は
、
直
営
が
本
来
の
あ

り
方
で
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と

き
に
の
み
委
託
や
許
可
に
よ
っ

て
処
理
す
る
こ
と
が
廃
棄
物
処

理
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
昭
和
29
年
を
境
に
私
た

ち
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
が
多

く
誕
生
し
た
わ
け
だ
が
、
浄
化

槽
法
が
誕
生
す
る
と
き
に
許
可

に
お
い
て
区
域
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
言
葉
が
強
調

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
委
託

で
は
当
然
の
よ
う
に
区
域
が
分

け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
同

じ
一
般
廃
棄
物
処
理
で
あ
り
な

が
ら
区
域
を
付
さ
な
い
と
い
う

実
態
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

今
、
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
二

つ
の
議
連
で
焦
点
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
区
域
を
「
付
す
」
「
付

さ
な
い
」
こ
と
で
ど
の
よ
う
な

不
都
合
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ

と
。
環
境
省
は
区
域
を
付
さ
ず

と
も
適
正
に
浄
化
槽
の
維
持
管

理
が
な
さ
れ
て
い
る
地
域
も
あ

る
と
発
言
し
た
が
、
そ
の
結
果

は
先
ほ
ど
の
総
会
の
中
で
も
皆

様
に
ご
説
明
し
た
よ
う
に
、
公

共
浄
化
槽
事
業
だ
か
ら
清
掃
率

が
高
い
、
あ
る
い
は
市
町
村
内

に
1
業
者
し
か
い
な
い
か
ら
清

掃
率
が
高
い
と
い
う
当
然
の
結

果
だ
っ
た
。

　

ま
た
複
数
業
者
い
る
と
こ
ろ

で
は
、
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
い

ず
れ
も
実
質
的
に
区
域
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
つ
ま
り
独
占
禁
止
法

に
抵
触
す
る
カ
ル
テ
ル
に
当
た

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
よ
う
な
現
実
に
そ
ろ

そ
ろ
終
止
符
を
打
ち
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
皆
様
に
は
区
域

を
割
る
と
い
う
こ
と
を
お
約
束

し
た
い
。
本
日
任
命
し
た
執
行
部

の
方
々
に
参
画
い
た
だ
き
、
合

特
法
の
運
用
を
図
る
上
で
も
必

ず
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
今
期

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

区域割りで適正な浄化槽維持管理体制確立を
全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会

会
長  

玉
川  

福
和

所信表明役　職 氏　名

会長 玉川 福和

副 会 長

関根 信
鉄本 秀樹
西村 博文
谷川 聡

常任理事

権田 五雄
中川 幸彦
田村 勝己
大粒来 和彦
田中 剛
田村 徹
三好 恵彦
佐藤 正樹
前田 康信
鈴木 正
岡本 浩

監事
猪俣 孝之
國正 佳照

相談役 根本 茂

専務理事 宮原 靖明

青年部長 中田 紀幸
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福田 安治
古澤 謙一
佐藤 充秀
冨樫 龍紀
丹野 善将
山川 正人
山本 英樹
飯塚 泰行
木村 俊哉
芝本 忠雄
川崎 勝也
野村 拓也
小川 大介
髙橋 浩一
戸田 明
松本 宗貴

令和 5・6年度役員一覧

令
和
５
年
度
浄
化
槽
実
務
者
研
修
会
開
く

維
持
管
理
技
術
の
向
上
へ
１
４
０
０
名
受
講

岐浄連

　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同

組
合
連
合
会
（
全
国
環
整
連
）

は
3
月
3
日
、
京
都
市
の
ホ
テ

ル
京
阪
京
都
グ
ラ
ン
デ
で
研

修
会
を
開
催
し
た
。
環
境
省

「
10
・
8
通
知
」
と
、
小
浜
市

に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
新
規

許
可
問
題
の
最
高
裁
判
決
の

解
説
が
テ
ー
マ
で
、
大
阪
学
院

大
学
教
授
の
湯
川
二
朗
弁
護

士
を
講
師
に
招
い
た
。
会
場
に

は
全
国
の
組
合
員
１
１
０
名

が
出
席
し
た
。

　

研
修
会
の
冒
頭
で
全
国
環

整
連
の
関
根
信
副
会
長
は
、

「
本
日
は
福
井
県
小
浜
市
の
裁

判
で
代
理
人
を
務
め
ら
れ
た

湯
川
弁
護
士
か
ら
お
話
を
い

た
だ
く
。
一
般
廃
棄
物
処
理
業

務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て

原
点
と
な
る
廃
棄
物
処
理
法

の
趣
旨
に
つ
い
て
、
よ
り
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と

挨
拶
し
た
。

　

こ
の
後
は
湯
川
弁
護
士
よ

り
最
高
裁
判
決
、
10
・
8
通
知

に
お
け
る
主
な
ポ
イ
ン
ト
が

説
明
さ
れ
、
新
規
許
可
が
違
法

と
な
る
ケ
ー
ス
、
事
業
継
承
を

前
提
と
し
た
新
規
許
可
、
実
績

の
な
い
業
者
へ
の
更
新
許
可
、

増
車
に
対
す
る
規
制
、
許
可
に

お
け
る
地
区
割
り
の
事
例
な

ど
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。

　

会
場
か
ら
は
新
規
許
可
に

よ
る
既
存
業
者
へ
の
影
響
の

考
え
方
、
合
特
法
な
ど
活
発
な

質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。

１
０
・
８
通
知
と
許
可
テ
ー
マ
に
研
修
会

講
師
に
湯
川
二
朗
弁
護
士
招
き
１
１
０
名
参
加

全国環整連 条
第
11
項
、
市
区
町
村
の
一

般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
廃
棄
物
処
理
法
で
市

区
町
村
に
策
定
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
一
般
廃
棄
物
処

理
計
画
に
つ
い
て
も
、
実
効

性
あ
る
計
画
を
立
て
る
に
は

区
域
割
り
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。
環
境
省
で
は
市
区
町

村
内
の
浄
化
槽
設
置
基
数
な

ど
か
ら
汚
泥
の
排
出
量
は
推

計
可
能
と
す
る
が
、
現
実
に

は
処
理
場
に
お
い
て
投
入
制

限
、
車
両
台
数
制
限
が
発
生

し
て
お
り
、
し
尿
処
理
場
の

能
力
不
足
が
適
切
に
反
映
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

地
域
に
存
在
す
る
浄
化
槽

の
設
置
状
況
を
把
握
し
て
い

る
の
は
清
掃
業
者
で
あ
り
、
区

域
割
り
に
よ
っ
て
排
出
さ
れ

る
汚
泥
量
を
推
計
、
実
態
に

基
づ
い
て
計
画
策
定
、
運
用

を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

　

ま
た
そ
も
そ
も
廃
棄
物
処

理
法
に
お
い
て
も
、
一
般
廃

棄
物
処
理
業
は
自
由
競
争
に

馴
染
ま
な
い
事
業
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
最
高
裁
判
決
、

あ
る
い
は
環
境
省
10
・
8
通
知

で
も
こ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
区
域
割
り
が
さ
れ

て
い
な
い
状
況
と
い
う
の
は
、

浄
化
槽
の
清
掃
に
つ
い
て
競

争
原
理
を
働
か
せ
て
い
る
と

い
う
状
況
に
等
し
く
本
来
の

あ
り
方
か
ら
外
れ
て
い
る
。

　

全
国
環
整
連
は
こ
う
し
た

問
題
意
識
か
ら
区
域
割
り
の

実
施
に
向
け
た
法
改
正
、
あ

る
い
は
制
度
化
を
要
望
し
、
議

連
に
お
い
て
協
議
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

【
全
国
環
整
連
合
理
化
適
正
委

員
長
・
田
中
禎
一
】

浄化槽清掃率向上に区域割りが必要浄化槽清掃率向上に区域割りが必要
業者間で定めると公取指摘の恐れ

区域割りとは


